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予算常任委員会議事録 

 

１ 日  時  令和３年９月１０日（金） 午前 ９時３０分 開会 

２ 場  所  太子町議会全員協議会室 

３ 出席委員  委 員 長    䭜本  馨    副委員長   藤井千代美 

        委  員    斧田 秀明           建石 良明 

                西田いく子           䭜本 博之 

                中村 直幸           森田 忠彦 

                山田  強 

        議  長    村井 浩二 

４ 欠席委員                

５ 説 明 員  町 長  田中 祐二   自治防災課長  䭜中 一嘉 

        副 町 長  藤原  幹   住民人権課長  高上 秀明 

        教 育 長  勝良 憲治   地域整備課長  堀内 孝茂 

        政策総務部長  小角 孝彦   観光産業課長  西本 武史 

        まちづくり推進部長  村上 正規   福祉介護課長  武部 勝浩 

        健康福祉部長  子安 逸二   いきいき健康課長  松井  靖 
 
                        教育総務課長         教 育 次 長  池田 貴則           正野  正 
                        兼学校給食Ｃ所長 

        秘書政策課長  東條 信也   学務指導担当課長  矢野 敦則 

        総務財政課長  䭜本 知也   生涯学習課長  鳥取 勝憲 

６ 議会事務局  事 務 局 長  上田 周治   書 記  植木 友也 

７ 傍 聴 者                

８ 会議に付した事件 

（１）議案第２７号 令和３年度太子町一般会計補正予算（第７号） 
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午前 ９時３０分 開 会 

○䭜本（馨）委員長 皆さん、おはようございます。 

 本日、予算常任委員会を開催させていただきましたところ、ご出席いただきましてあ

りがとうございます。 

 会議に先立ちまして、町長より挨拶を受けます。 

○田中町長 皆さん、改めましておはようございます。 

 予算常任委員会の開会にあたりまして、ご挨拶を申し上げます。 

 委員の皆様方には、大変お忙しい中ご出席を賜り、誠にありがとうございます。 

 さて、本委員会に付託された案件でございますが、議案第２７号、令和３年度太子町

一般会計補正予算（第７号）の１件でございます。何とぞ、よろしくご審議をいただき、

ご議決賜りますようお願い申し上げまして、簡単ではございますが、開会の挨拶とさせ

ていただきます。 

○䭜本（馨）委員長 本日は、全員出席していただいておりますので、会議は成立いたし

ました。これより委員会を開会いたします。直ちに会議に入ります。 

 今回、本委員会に付託されました案件は、補正予算案件が１件でございます。よろし

くご審議のほどお願い申し上げます。 

 それでは、議案第２７号、令和３年度太子町一般会計補正予算（第７号）、これを議

題といたします。 

 本件について説明を求める前に、皆様にお諮りいたします。 

 内容の説明につきまして、まず、政策総務部長及び健康福祉部長より、それぞれ所管

の歳入歳出の説明を受け、質疑を行い、職員入替えのため暫時休憩をし、再開後、まち

づくり推進部長及び教育次長より、それぞれ所管の歳入歳出の説明を受け、質疑を行い

たいと考えますが、それにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○䭜本（馨）委員長 ご異議なしと認めます。 

 それでは、まず、政策総務部長及び健康福祉部長の説明を求めます。 

○小角政策総務部長 おはようございます。 

 それでは、議案第２７号、令和３年度太子町一般会計補正予算（第７号）についてご

説明申し上げます。 
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 それでは補正予算書の１頁をお願いいたします。 

 第１条歳入歳出の補正でございますが、第１項の既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳

出それぞれ７千７２９万円を追加し、歳入歳出予算の総額を５９億６千５２５万７千円

とするものでございます。 

 第２条の地方債の補正でございますが、４頁をお願いいたします。 

 第２条地方債の変更で、臨時財政対策債の発行可能額が確定したことにより、発行の

限度額を２億４２７万７千円に引き上げるものでございます。 

 それでは、政策総務部が所管します補正内容についてご説明申し上げます。 

 補正予算書の１０頁、１１頁をお願いいたします。 

 まず、歳出についてご説明申し上げます。 

 １款議会費、１項議会費、１目議会費、補正額４１７万円の増額、事業別区分３の新

型コロナウイルス感染症対策事業は、議会のペーパーレス化に向けた会議システム備品

購入費を計上いたしております。財源としましては、全額一般財源でございます。 

 ２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、補正額５千７６８万５千円の増額、

事業別区分１３の基金積立事務事業、補正額４千９２２万３千円は、地方財政法第７条

に基づき、令和２年度の決算剰余金の２分の１を下らない額として、財政調整基金２千

７２２万３千円を加えて、退職手当基金積立金２千２００万円をそれぞれ積み立てるも

のでございます。財源としましては、全額一般財源でございます。 

 事業別区分１５の新型コロナウイルス感染症対策事業、補正額４３０万４千円は、議

会のペーパーレス化に向けた理事者側対応分で１３使用料及び賃借料は、Ｗｉ－Ｆｉ環

境整備に伴う使用料４４万２千円、１７節備品購入費は、議会費でご説明いたしました

議会のペーパーレス化に向けた理事者側のタブレット端末等購入費３８６万３千円を計

上いたしております。財源としましては、全額一般財源でございます。 

 事業別区分１６の新型コロナウイルス感染症対策事業、補正額４１５万８千円の増額、

顔認証出退勤管理システム導入業務委託料を計上いたしております。財源としましては、

全額一般財源でございます。 

 次に、１０目企画費、補正額４８６万２千円の増額、事業別区分７の公共施設等総合

管理計画策定事業に係る経費で、既存の公共施設等総合管理計画を昨年度策定の個別施

設計画を踏まえた内容に見直すために、要する予算を計上いたしております。財源とし

ましては全額一般財源でございます。 
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 次に、３項戸籍住民登録費、１目戸籍住民登録費、補正額２９万７千円の増額は、事

業別区分２の戸籍住民登録事業、社会保障・税番号システム整備費で、戸籍事務へのマ

イナンバー制度の導入に必要な経費で、電算機器プログラム保守委託料と変更委託料の

予算を計上しております。財源としましては、国庫支出金が２６万４千円と、残額は一

般財源でございます。 

 次に、１４頁、１５頁をお願いいたします。 

 ８款消防費、１項消防費、５目災害対策費、事業別区分１の災害対策事業は、財源内

訳補正でございます。 

 続きまして、歳入でございます。 

 ８頁、９頁をお願いいたします。 

 １５款国庫支出金、２項国庫補助金、１目総務費国庫補助金、１節総務管理費補助金

２６万４千円は、社会保障・税番号制度システム整備費補助金でございます。 

 ６目消防費国庫補助金、１節消防費補助金１６２万８千円は、社会資本整備総合交付

金でございます。 

 １９款繰入金、１項基金繰入金、１目財政調整基金繰入金、１節財政調整基金繰入金

１千３１５万５千円は、財源調整として予算措置しております。 

 ２０款繰越金、１項繰越金、１目繰越金、１節繰越金４千４４４万５千円は、前年度

繰越金の増額でございます。 

 ２２款町債、１項町債、４目臨時財政対策債、１節臨時財政対策債、補正額１千４２

７万７千円、これは本年度の臨時財政対策債の発行可能額が確定したことにより、借入

れの見込額を増額するものでございます。 

 以上が、政策総務部が所管します補正内容でございます。 

 以上でございます。 

○子安健康福祉部長 続きまして、健康福祉部が所管いたします補正予算の内容につきま

して、歳出予算からご説明をさせていただきます。 

 補正予算書の、１２、１３頁をお願いいたします。 

 ３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費、補正額５２万３千円は、事業別

区分２の社会福祉管理事業で５２万３千円の増額、これは富田林市など３市２町１村で

南河内府民センター内に共同設置いたしております広域福祉課に係る令和２年度分の負

担金の精算に伴い、負担金の追加納付が生じたことから、１８節負担金補助及び交付金
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の南河内広域行政共同処理事業負担金精算金を５２万３千円増額するものでございます。 

 次にその下、１１目介護保険費、補正額２９万９千円は、事業別区分２の介護保険特

別会計繰出金事業で２９万９千円の増額、これは国庫支出金等を財源として、低所得の

高齢者に対する介護保険料の軽減分に対する令和２年度分の繰出金の精算に伴い、介護

保険特別会計に追加で繰り出す必要が生じたことから、２７節繰出金の低所得者保険料

軽減繰出金過年度分２９万９千円を増額するものでございます。 

 次にその下、４款でございます。衛生費、１項保健衛生費、２目健康管理費、補正額

１９万８千円は、事業別区分１の予防事業で１９万８千円の増額、これは新型インフル

エンザ等特別措置法に基づく予防接種を行う際に、住民の予防接種歴を正確に把握する

ため、マイナンバー制度を活用した情報連携を開始するにあたり、予防接種台帳システ

ムの改修が必要となることから、１２節委託料の電算機器プログラム変更委託料を１９

万８千円増額するものでございます。 

 歳出につきましては以上でございます。 

 次に歳入でございます。 

 ８頁、９頁をお願いいたします。 

 １５款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民生費国庫負担金、補正額３８万円の増額、

１節社会福祉費負担金は、歳出にてご説明をいたしました低所得者保険料軽減繰出金の

清算に伴い、令和２年度追加交付分として低所得者保険料軽減負担金を３８万円増額い

たしております。 

 次に２項国庫補助金、３目衛生費国庫補助金、補正額１５６万円は、１節保健衛生費

補助金で、こちらも歳出の衛生費でご説明いたしました新型インフルエンザ等対策特別

措置法に基づく予防接種、及び当初予算にて計上いたしております予防接種法に基づく

定期予防接種に係る情報連携のための予防接種台帳システムの改修に対する補助金とし

て、疾病予防対策事業費等補助金１５６万円を増額いたしております。 

 健康福祉部が所管いたします補正予算の内容説明は以上となります。よろしくお願い

いたします。ありがとうございました。 

○䭜本（馨）委員長 ただいま歳入歳出について説明がありました。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

○斧田委員 １１頁の公共施設等総合管理計画の内容なんですけれども、もうちょっと具
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体的に何か、どんな形のことが総合的に管理されるのかというのを教えてもらえたらと

思います。 

○䭜本総務財政課長 公共施設等総合管理計画の策定業務委託についてでございますが、

現在策定済みとなっております総合管理計画に、昨年度実施しました個別の施設の管理

計画を落とし込むというような内容になってございまして、その落とし込む内容につき

ましては、事業の計画であったり、費用面、効果額を現計画に反映させていくというよ

うな、ちょっと時点修正的な作業になる予定でございます。 

 以上です。 

○斧田委員 ではその中にはそれぞれの大字の集会所とかも含まれているんでしょうか。 

○䭜本総務財政課長 施設につきましては、箱物施設も全て、集会所も含まれております。 

○䭜本（馨）委員長 ほかにございませんか。 

○建石委員 ちょっと今の関連なんですけど、この中において特別交付税措置で措置率が

１０％、ということは２４３万１千円が措置されるけれども、これはまだされていない

から全額一般財源で賄うということですか。そういうことですか。 

○䭜本総務財政課長 交付税につきましては、予算上、普通交付税も同様なんですが、こ

この財源内訳としましては、一般財源という表示で示されております。 

 特別交付税の交付時期なんですが、一応予定では３月の交付になる予定でございます。

ですので、決算で特別交付税を充当しにいくというような絵面にはなるかとは思うんで

すが、一応予算上はそういうことになっています。 

 以上です。 

○䭜本（馨）委員長 ほかにございませんか。 

○西田委員 そのことに関連しまして、公共施設等の総合管理計画、これは大きくなんで

すけれども、教育委員会なんかは早くにそれを年度ごとにやっているから、今トイレの

改修がどこまでとか、体育館をいらったりとかしているんですが、今これをつくってい

ることで、先ほど集会所とかがありましたけど、それをいつ頃住民さんと話をして、ど

ういうふうにやっていくという、年度に合わせてとか、年に合わせてスケジュールとか

までつくっていくんですか。 

○䭜本総務財政課長 今上がってきております個別の施設計画につきましては、全体的な

すり合わせをせずに、各々の施設で必要となる経費であったりとか、改修時期であった

りとかということで、施設１つにつき１枚の紙みたいなものができ上がっておりまして、
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ホームページ等で公開しておりますので、またご覧いただければと思うんですが、そう

いったことで、個々の課題を町全体の施設としてどういう順番で、どういうふうな手法

でもって老朽化対策に取り組んでいくかというところは、これから予算等々で検討して

まいりたいと思っております。 

○䭜本（馨）委員長 ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○䭜本（馨）委員長 ないようでございますので、職員の入替えのため、暫時休憩としま

す。 

午前 ９時４９分 休 憩 

                                        

午前１０時００分 再 開 

○䭜本（馨）委員長 それでは、再開いたします。 

 次に、まちづくり推進部長及び教育次長の説明を求めます。 

○村上まちづくり推進部長 おはようございます。 

 それでは、まちづくり推進部所管の補正予算についてご説明申し上げます。 

 まず歳出についてご説明申し上げます。 

 補正予算書の１２、１３頁をお願いいたします。 

 ６款商工費、１項商工費、１目商工業振興費、補正額６００万円の増額、事業別区分

４の新型コロナウイルス感染症対策事業、これは新型コロナウイルス感染症の影響によ

り、中小企業、個人事業者を問わず、経営悪化や事業継続に大きな困難が生じているこ

とを踏まえ、国、府が実施する給付金の対象外となっている町内の事業者に対して、支

援を行うものでございます。内容といたしましては、令和３年１月から９月のうち、い

ずれかの月の売上高が平成３１年または令和２年の同月の売上高と比べて１５％以上５

０％未満減少している事業者に対して、中小法人２０万円、個人事業者に１０万円を上

限に、給付を行うものです。所要見込額は法人、個人、各々２０件分、６００万円を計

上しております。 

 続きまして７款土木費、３項都市計画費、１目都市計画費、補正額３６万１千円の増

額、事業別区分２の都市計画管理事業、これはまちづくり分野の広域行政共同処理事業

に関するもので、権限移譲交付金等の確定により、令和２年度分の精算に伴う南河内広

域行政共同処理事業負担金の精算金でございます。 
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 以上で、まちづくり推進部所管の補正予算の説明を終わります。 

○池田教育次長 続きまして、教育委員会所管の補正予算について、ご説明申し上げます。 

 それでは歳出からご説明を申し上げます。 

 補正予算書の１４、１５頁をお願いいたします。 

 ９款教育費、２項磯長小学校費、１目学校管理費、事業別区分６の新型コロナウイル

ス感染症対策事業１７１万８千円の増額は、学校における新型コロナウイルス感染症対

策に要する事業費で、１１節役務費の１万８千円は、修学旅行が、参加者からの新型コ

ロナウイルス感染者の発生により中止となった場合の多額のキャンセル料に対応するた

め、新型コロナウイルス感染症対応国内学校キャンセル保険に加入するものでございま

す。 

 １３節使用料及び賃借料のバス借上料４２万９千円は、４年生の社会見学及び６年生

の修学旅行と、同じく６年生の校外学習において、密を回避するため、それぞれバスを

１台ずつ増台した費用となってございます。 

 １８節負担金補助及び交付金の修学旅行等キャンセル料支援事業費補助金１２７万１

千円は、５年生の宿泊訓練における食材キャンセル料、及び、６年生の修学旅行と同じ

く６年生の校外学習が中止となった場合に発生するキャンセル料に充当するものでござ

います。 

 その下、３項山田小学校費、１目学校管理費、事業別区分５の新型コロナウイルス感

染症対策事業５９万５千円の増額、１３節使用料及び賃借料のバス借上料１万１千円は、

５年生の宿泊訓練において密を回避するため、バスを１台増台した費用となってござい

ます。 

 １８節負担金補助及び交付金の修学旅行等キャンセル料支援事業費補助金５８万４千

円は、６年生の修学旅行が中止となった場合に発生するキャンセル料に充当するものと

なってございます。 

 次にその下、４項中学校費、１目学校管理費、事業別区分５の新型コロナウイルス感

染症対策事業８万２千円の増額は、１３節使用料及び賃借料のバス借上料８万２千円で、

１年生の校外学習及び２年生の宿泊訓練において、密を回避するためにそれぞれバスを

１台ずつ増台した費用となってございます。 

 次の１６、１７頁をお願いいたします。 

 ５項幼稚園費、１目幼稚園費、事業別区分９の新型コロナウイルス感染症対策事業５



－２３９－ 

０万円の増額、１０節需用費の消耗品５０万円で、新型コロナウイルス感染症対策とし

て消毒液やハンドソープ等の衛生用品の購入費用に充当するものとなってございます。

本事業は、大阪府教育支援体制整備事業補助金、幼児教育の質の向上のための緊急環境

整備を活用するものとなってございまして、補助率は２分の１、１園当たり５０万円を

限度額として大阪府において財源措置されるものとなってございます。 

 続きまして、歳入の説明をさせていただきます。 

 お戻りいただきまして、８、９頁をお願いいたします。 

 中ほどになります１６款府支出金、２項府補助金、１目総務費府補助金、１節の総務

管理費補助金１３５万１千円は、東京２０２０オリンピック聖火リレー支援交付金とな

ってございまして、東京２０２０オリンピック聖火リレーに係る経費のうち、令和３年

度に執行されました経費の一部に対しまして交付されます大阪府の支援交付金となって

おります。交付の対象となりますのは、コース沿道の警備及び警備に用いる消耗品等、

警備に係る費用及びサポートランナーに伴う広報に係る費用が対象となってございます。

負担割合につきましては、定率ではなく、府の配当予算額に対する府内実施市町村の全

対象事業費による按分で算出されてございます。 

 ８目教育費府補助金、３節幼稚園費補助金の２５万円は、大阪府の教育支援体制整備

事業補助金で、補助率は２分の１となってございます。 

 以上、前半と後半に別れましたが、全ての所管の歳出歳入の説明とさせていただきま

す。何とぞよろしくご審議の上、ご議決賜りますようよろしくお願いいたします。 

○䭜本（馨）委員長 ただいま歳入歳出について説明がありました。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

○森田委員 教育委員会関係ですけども、今、接種券を１２歳から、新たに、今まで１８

歳だったかな。 

（「１６」の声あり） 

○森田委員 １６歳、今１５歳から１２歳までの方には接種券は配られましたね。だから

それの教育委員会としての対応というか、結局コロナを収束するのにはワクチンが一番

重要だというのがあるし、ワクチンを打つのは自由で強制することはないしということ

もあるし、だから打ちたくても打てない人もいる。けれども打ちたくでも打てない人の

ためにも、ワクチンを広めて、集団免疫をつくるような格好で教育委員会としたら指導
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したらいいのではないかと思いますけれども、どうですか。 

○池田教育次長 この間、医師会と担当課のほうで接種券の送付についてはいろいろご協

議をいただきまして、結果、１５歳以下ですか、についても接種券を全て送付をしてい

ただきました。 

 委員もご指摘のとおり、強制という形ではもちろんできないことでございますので、

内容につきましては学校を通じてこんな形でワクチン接種ができますという広報もさせ

ていただきながら、対応をさせていただいているというような状況でございます。 

 幸いにも接種率も予約も相当入っているようでして、ご心配に及ぶような低率な接種

率にはならないというふうな予想はしてございます。 

○䭜本（馨）委員長 ほかにございませんか。 

○森田委員 商工業振興費で６００万円、これは令和３年の１月から９月までで５０％は

減ってないけれども１５％から５０％までのものに支給するということなのだけれども、

今年の１月から９月まで、それで去年の令和２年度で５０％以上売上げが下がって持続

化給付金とか１００万円をもらっている人が、今年５０％も減ってないけれども１５か

ら５０％以内の人も権利があるわけですか。権利と言うとおかしいけれども。 

○西本観光産業課長 去年持続化給付金に該当された方でも、改めて整理させていただき

ますと、今回ご提出させていただいています事業者につきましては、去年と今年を比較

して、もしくはその前の平成３１年度と今年を比較して、１５％から５０％未満の減少

の方が申請の対象となります。ただし、府、国等の支援を受けられる方は除外させてい

ただきますが、委員がおっしゃるように、去年持続化給付金の対象になっておっても今

年対象になるということも可能でございます。 

○森田委員 去年は、去年の申告で、去年というとおととしの申告です。５０％以下に下

がって持続化給付金とかいろいろなあれをもらった。それで、去年の売上げから今年は

１月から９月までは半分も減ってないけれども、１５％以上減っているというのだった

らいけるわけですね。 

○西本観光産業課長 申請の対象になります。 

○䭜本（馨）委員長 ほかにございませんか。 

○斧田委員 １５頁の磯長小学校から中学校までの修学旅行等のキャンセル関係の補正の

内容なんですけれども、これは多分どこも一緒なのだと思うけれども、磯長では役務費

のほうで出ていて、あとそれ以外は使用料賃借料でも金額がかなり差があるというのは、
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あくまでも当初予算と比較してそれだけ足りないので今回の補正をしたという考え方で

いいんでしょうか。 

○正野教育総務課長 役務費が磯長小学校の修学旅行のみつけさせてもらっておるのは、

磯長小学校が契約している旅行社がコロナ保険を持っておりまして、この制度を活用し

て３泊１万８千円の、具体的に申し上げますと、１人１９０円の９０人分で予算額にな

ります。山田小学校、町立中学校のほうで、その金額が上がっておらないのは、それぞ

れの契約している旅行社のほうでコロナ保険の適用がないということでございます。 

 それと、金額の違いがもう一点ございまして、６月の議会で補正予算で上げさせてい

ただいております部分につきましては、今回、当初は６月に予定していた山田小学校の

宿泊訓練が、今回１１月で日程を変更して組み直しました関係でバスの費用が上がって

おります。６月の補正したものから今回改めて１１月で金額を、見積りを出しましたと

ころ、不足分が生じましたので、その差額分である金額を、山田小学校の場合は１万１

千円、それから町立中学校の場合も上がりまして１万１千円、それぞれ計上させていた

だいております。 

 以上です。 

○䭜本（馨）委員長 ほかにございませんか。 

○西田委員 先ほどの公共施設の管理計画からいって、目に見えているものとしたら、こ

の後、生涯学習施設とか公民館はいつとか、それは具体的な日程に上がっているのか、

そこをお聞かせいただけますか。それと金額がどれぐらいというものの概算を集めてい

るのだったらそれはどれぐらい考えていらっしゃるのか。 

 教育委員会はそういうので上げているとか、今計算しているところですとか、そうい

うのはあるんですか。 

○池田教育次長 総合管理計画のほうはそういう施設全てが対象となっておりまして、個

別施設計画については教育委員会が先もって計画しているということでございますので、

それを合わせた計画ということで、今回の総合管理計画の中に反映されてまいると思い

ます。 

 公民館につきましてはもう検討対象になりますので、今後、新しい新施設を含んだ総

合管理計画のことになってくるかと考えてございます。 

○西田委員 建てればすぐにつぶすという方向で動きそうなんですか。 

○池田教育次長 基本的には起債の関係もございまして、除却対象とすることで今回の交
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付金を受けてございますので、旧の公民館施設については除却対象となります。 

○西田委員 これは今後その土地はまたどうやって使っていくのかという対象になると思

いますので、いろいろ集めて決まってきたことがありましたら、また教えてください。 

 修学旅行の件でお尋ねします。まだキャンセル料がここに上がっているということは、

実施していないと思いますし、いつ頃予定しているかということと、テレビでも修学旅

行に行くことがニュースになるぐらいピリピリしているし、どれだけのコロナ対策をし

ているかというのが注目されているんですが、行けるとしても中々大変だと思うんです

が、バスを密にしないという努力はしていますが、あと何か気をつけていることとかあ

るんですか。 

○正野教育総務課長 中学校の修学旅行につきましては、当初６月、それをまた延期しま

して９月、９月も緊急事態の関係で延期となりまして、現在のところ３回目の変更で１

１月の９日から１１日の日程で予定されております。 

 対策といたしましては、バスの、今回上げさせてもらっていますように、バスの増便

等で密を回避する、また、参加する実施するプログラムの中でも、密にならないような

プログラムとして、団体で行動するのではなく、小ブロックで密にならないような活動

をするような計画を立てております。 

 以上です。 

○西田委員 ありがとうございます。 

 前回６月議会で、学校には生理用品をトイレに置いてほしいというお願いもしたんで

すが、そういうことは全国的にも広がっていまして、私は学校を取り上げましたが、庁

舎のトイレに置いていたりするのとか、備蓄で置いているではないですか。それを配っ

ている自治体もあるんですが、コロナが出た頃、去年なんか備蓄用品の中のマスクをお

配りしたりとかもしていたんですけれども、そういう意味では今の備蓄用品を出してこ

この庁舎のトイレに置くとか、保健センターに来られた方に配るとか、そういう形で女

性の貧困で困っているという中の活用に使うことはお考えではないですか。 

○小角政策総務部長 西田委員がおっしゃられました女性の貧困ということで、生理用品

の配布ということも、元々そういう検討も必要かなということで、庁舎内でもいろいろ

検討させていただきました。社会福祉協議会等にそういうふうな声が上がっているのか

という状況も確認をさせていただきまして、今現在のところそういうことは実際のとこ

ろやっておりません。 
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 ただその辺につきましては、今後の状況も見ながら適切に対応していきたいというふ

うに考えております。 

 以上です。 

○西田委員 なるべく社会福祉協議会と一緒という中でそういうことのお考えかもしれま

せんが、女性の意見を聞いてください。男の人には分からない悩みであったりとか、そ

れはちょうだいと声を上げて出てくるような話ではないと思いますので、そこは配慮し

ながらも、前もってやっていただけたらと思いますので、よろしくお願いします。 

 学校のことなんですけれども、子どもはうつらない、子どもは重症化しないというこ

とに大分安心をしていたんですが、そういうことも言っておられないので、大人から子

ども、子どもから大人にも伝わってくるというのが今のコロナみたいです。家族間感染

も増えているから、太子町でも数字が出たら、４人とか大きな数字も出ているんですけ

れども、学校で出たときにどうするんですか。 

 だから、保育園とかもありましたけど、何人以上だったら学級閉鎖とかもありますし、

学級閉鎖のみならずＰＣＲ検査もしてもらいたいなと思うんですが、ＰＣＲ検査をする

のに保健所に電話をしても、保健所も手いっぱいで２日ぐらいたった後にやっとやって

くるみたいな状況なんですけれども、そんなことを考えると、緊急要望に出させてもら

いましたが、ＰＣＲ検査を何かが起こったとき、起こる前がいいんですけれども、少な

くともどなたかが出て大変だといったら、希望する人とか学校全体とかでやってもらい

たいと思うんですけれども、コロナの感染症が学校で１人、２人出てきたときにはどう

対応していくことになっているんですか。 

○正野教育総務課長 現在、大阪府から大阪府の答申を受けて富田林保健所と濃厚接触者、

また陽性者が出た際の対応について詳細を調整しているところでございます。また改め

まして方針が確定次第、学校及び皆様にお知らせをさせていただきたいと思っておりま

す。よろしくお願いします。 

○西田委員 子どもが命を落とすようなことになったら、あまりにも痛ましい話ではない

ですか。そうなる前に学校現場に対して教育委員会も配慮いただきたいですし、そうな

らないための、今、ワクチンはちょっと下ろしてきていますが、だからといって小学生

は打てません。そんな中で、事前に防ごうと思ったら、ＰＣＲ検査をやるしかないので

はないかと思いますので、そういう意味では、四条畷市、泉佐野市だったかな、もう一

つ門真市かどこかがあったと思うんですけれども、国や府のやり方を待っていたら住民
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を救えないということで、ＰＣＲ検査を住んでいる人には無料でとか、そういう方向に

進んでいる自治体もありますので、コロナ対策のお金もこれから下りてくると思います。

そういうことも考えていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 それと、これお尋ねしたいんですが、学校現場で太子町でも役場でも時間を決めて手

すりの掃除とかをしてくれているではないですか。学校の消毒は先生がやっているんで

すか。それともまた別の方がやっているんですか。先生の重労働で大変だとお聞きして

いるんですけれども、その辺りに人は入っているのでしょうか。 

○正野教育総務課長 学校の先生にやっていただいている状況でございます。 

○西田委員 そこら辺は聞いてあげてくださいね。 

 要望をしたのは、ＰＣＲ検査をしてほしいということと、教職員の方が一番大人で、

大人から子どもが最初かと思うんですけれども、先生のＰＣＲ検査もお願いしましたし、

布マスクを子どもたちがしていますけど、布マスクでは防げないから不織布がいいとい

うことになっていますので、それを子どもたちに配ることもあってもいいですし、消毒

スタッフを確保して、そうではなくてもコロナウイルスのことでピリピリしていると思

いますのに、先生の重労働になるようなことは少しでも減らす対策もしてもらいたいで

すし、バスを密にしないというのであれば、学校のクラスを少人数にしてもらいたいと

いうことも要望させていただいていますので、そこに書かれていたことは真摯にどうす

るかということは、前向きに考えていただきたいと思いますので、よろしくお願いしま

す。 

○䭜本（馨）委員長 ほかにございませんか。 

○中村委員 現在、先ほどの学校の先生方も含めて、各自治体、自治体というか住所の違

う職員、今現在で接種が終わったパーセントというのは何％ですか。 

○正野教育総務課長 町立学校園の全体でいきますと、約８割の先生が接種済みでござい

ます。 

○中村委員 職員は。 

○正野教育総務課長 すみません、町職員ですね。そしたら、私ではございません。失礼

しました。 

○中村委員 そしたら町は答えられますか。 

○子安健康福祉部長 中村委員のほうから職員のほうで接種率はどのようになっているの

かということで、ご質問でございます。データとして今ちょっと手元に何名の職員が接
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種済みかというデータを持ち合わせておりませんが、町職員、もちろん太子町内の地元

の職員もおりますし、他市町の職員もございます。今回７月、８月のワクチン接種、集

団接種の中で、他市の職員も含めて、太子町の職員も含めて、その中で接種のほうを進

めておりますので、数字としては持ち合わせておりませんが、ほぼすべての職員が接種

済みになっているであろうというふうに見込んでおります。申し訳ございません。数字

のほうは持ち合わせておりません。 

○中村委員 それはパートも含めてですね。 

 実は私のほうも従業員もいまして、いろいろのところから来ているんですけど、奈良

が非常に遅れているというところで、奈良の方の職員さんがおられるかどうかというと

ころもありますし、河内長野についても非常に遅れているというところがありまして、

そういったところからの職員がおられるかどうかも含めて、できたら数字を挙げていた

だけたらと思っておりますので、よろしくお願いします。 

○䭜本（馨）委員長 ほかにございませんか。 

○䭜本（博）委員 山田、磯長、今回小学校では運動会もまたあると思うんですけれども、

時間帯をずらしながら等、学年ごとにやられるみたいんですが、今回の運動会は新型コ

ロナ感染症の対応としてどういう対応で臨まれるんでしょうか。 

○正野教育総務課長 両小学校につきましては、３部制で学年を３つに分けまして、密を

避けてやっております。 

 また各学校が、ご家庭からは原則２名の参加で、事前に健康管理票の提出をお願いし

ているところでございます。基本的に発熱等の方は出席をご遠慮いただく。当日は消毒

等もしていただく形で、出席した人は密にならないような対策で実施する予定でござい

ます。 

○䭜本（博）委員 よろしくお願いいたします。ありがとうございます。 

○䭜本（馨）委員長 ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○䭜本（馨）委員長 ないようでございますので、質疑を終わります。 

 討論に入ります。 

 討論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○䭜本（馨）委員長 ないようでございますので、討論を終わります。 



－２４６－ 

 お諮りいたします。 

 議案第２７号を原案どおり可決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○䭜本（馨）委員長 ご異議なしと認めます。よって、議案第２７号、令和３年度太子町

一般会計補正予算（第７号）は、原案どおり可決することに決しました。 

 以上で、本委員会に付託されました案件は全て終了いたしました。 

 これで委員会を閉会いたします。 

午前１０時３１分 閉 会 

                                        

太子町議会委員会条例第２７条第１項の規定によりここに署名する。 
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